
 

 

 

 

 

趣旨・目的 

本研修会は、法定団体である一般社団法人山口県建築士事務所協会及び一般社団法人日本建築士

事務所協会連合会が、建築士法第 27条の 2第 7項に基づく研修として実施するものです。 

建築士事務所の管理・運営を適切に行ううえで把握しておくべき重要事項を網羅した内容となっており、
5年ごとの事務所登録の更新の機会に合わせて受講することで、資質の維持・向上を図り、業務委託者の

期待に応えるべく業務の適正化や建築物の質の向上を目指すことを目的としています。 
 

注意 ： 本研修会は、法定講習（建築士法第 22条の 2に基づく「建築士定期講習」、及び同第 24条第 2

項に基づく「管理建築士講習」）ではありません。 

 

主 催  一般社団法人山口県建築士事務所協会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 

 

開 催 日 時  令和６年１１月２８日（木） １３：００ ～ １７：３０ （受付：１２：３０～） 

 

会 場  ＫＤＤＩ 維新ホール 会議室 201Ｂ 

           〒754-0041 山口市小郡令和一丁目 1番 1号 TEL： 083-902-6727  

  ※お車でお越しの際は第１～３駐車場（有料）をご利用ください。 

 

定 員  ５０名（定員になり次第締め切ります） 

 

受講対象者   ・令和６年度に事務所登録を更新する又は更新した建築士事務所の開設者･管理建築士 

 ・令和７年度に事務所登録を更新する建築士事務所の開設者･管理建築士 

 ・令和６年度に新規に事務所登録した建築士事務所の開設者・管理建築士 

 ・本研修会の受講を希望する方 
  

受 講 料  １３，０００円 （税込､テキスト代含む） 

           ただし、（一社）山口県建築士事務所協会の会員は、 １０，０００円（税込､テキスト代含む） 

※事務所登録をしているだけでは会員とはなりませんのでご注意ください。 

   （事務所協会の会員として入会し、年会費をお支払いいただいてる事務所を指します） 

※当日欠席された場合の受講料は返金いたしませんが、後日テキストは送付いたします。 
 

テ キ ス ト  「建築士事務所の経営と展望」 (令和６年度版)  
 

申 込 方 法  ・Wｅｂ による申し込み（Ｗｅｂ申込みはこちらから）     
  ※Ｗｅｂによる申し込みができない方はＦＡＸにて申込みを受付けします。 

 受講日５日前までに、「受講票」をＦＡＸ (Ｗｅｂ申込みの場合はメール) 
  にてお送りしますので、当日は必ずご持参ください。 
  また受講票が届かない方はご連絡ください。 

 

申 込 期 限  令和６年１１月１８日（月） 
 

振 込 先  ・ゆうちょ銀行 ０１５６０－４－５８４５   加入者名 (一社)山口県建築士事務所協会  

・山口銀行 県庁内支店 普通 №６４７９２   口座名義 (一社)山口県建築士事務所協会  
        ※振込手数料は各自ご負担願います。 
 
 

Ｃ Ｐ Ｄ単位  本研修会は、建築 CPD情報提供制度の「特別認定講習会」です。（４単位予定） 
 

 
  

山口県知事指定研修 

令和6年度 「開設者・管理建築士のための 

建築士事務所の管理研修会」開催のご案内 

Web 申込み QR コード 

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=3907935496420614&EventCode=5205210980


時 間 割  
  

時  間 研 修 科 目 講 師 

12：30～13:00 受  付 

13:00～13:05 5分 本研修会の趣旨について 
（一社）山口県建築士事務所協会 

  役員 

13：05～13：25 20分 最近の建築士行政について 山口県建築指導課指導班 

主査 山根 茂之 氏 

13：25～13：40 15分 第１章 建築士事務所の責務と業務 
（一社）山口県建築士事務所協会 

指導･講習委員  

13：40～14:00 20分 
第２章 これからの建築士事務所経営 
１ 建築士事務所と建設市場をめぐる課題 

２ 事務所経営の課題 

（一社）山口県建築士事務所協会 

指導･講習委員  

14：00～14：25 25分 
第３章 建築士事務所の業務の新しい

動向 

（一社）山口県建築士事務所協会 

 指導･講習委員  

14：25～14：35 10分 休  憩  

14：35～15：35 60分 

Ｒ７．４．１から何が変わるのか  

・改正建築物省エネ法 山口県建築指導課審査班  

主任技師 長瀬 裕也 氏 

・改正建築基準法 主査 冨田 将弘 氏 

・盛土規制法 山口県建築指導課開発審査班 

主査 福嶋  勉 氏 

15：35～16：15 40分 第４章 トラブル対応とリスク管理 

東京海上日動火災保険株式会社 
建設産業営業部 営業第二課 

課長代理 東 駿佑 氏 

16：15～16：25 10分 休  憩 

16：25～17：25 60分 

特別講演 

設計事務所がトラブルに巻き込まれな

いための法律知識 
 ～紛争事例などを基に、設計・工事監 

理上の留意点～ 

中山・石村法律事務所 

今﨑 光智 弁護士 

17:25～  受講証明書の交付 

  ※時間割は当日変更になる場合もあります。 
 

申 込 先  （一社）山口県建築士事務所協会 

お問合せ先  〒753-0072 山口市大手町 3番 8号 山口県建築士会館内 
ＴＥＬ ０８３－９２５－６７０１   ＦＡＸ ０８３－９２５－６７６３   

            E-mail aak34230@pop21.odn.ne.jp 
 
そ の 他  ・研修会の受講者に「受講証明書」を交付いたします。 

・必ず本人が受講してください。代理者の受講は認められません。 


